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ジ
ェ
ト
ロ
・
ア
ジ
ア
経
済
研
究
所
研
究
員

青
木
ま
き

フ
ィ
リ
ピ
ン
、
タ
イ
な
ど
で
強
ま
る
権
威
主
義
的
政
権
運
営
。

地
域
共
同
体
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
の
軸
と
し
て
長
年
議
論
の
的
だ
っ
た

「
民
主
主
義
か
内
政
不
干
渉
か
」
と
い
う
テ
ー
ゼ
は
、

政
権
の
安
定
を
め
ぐ
る
国
内
情
勢
優
先
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
た
。

「
民
主
主
義
対
権
威
主
義
」
の
構
図
で
は
読
み
切
れ
な
い
。

　

東
南
ア
ジ
ア
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
政
治
体
制
が
隣
接
す
る
地
域
で
あ

る
。
フ
ィ
リ
ピ
ン
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
一
九
八
〇
年

代
と
九
〇
年
代
に
そ
れ
ま
で
の
権
威
主
義
体
制
が
崩
壊
し
、
そ
の
後

数
年
を
か
け
て
民
主
的
政
治
制
度
が
確
立
さ
れ
た
。
他
方
、
シ
ン
ガ

ポ
ー
ル
、
マ
レ
ー
シ
ア
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
と
い
っ
た
国
々
で
は
、
選
挙

は
行
わ
れ
て
い
る
も
の
の
、
支
配
的
な
政
党
が
長
期
に
わ
た
り
政
権

を
維
持
し
て
き
た
。
ミ
ャ
ン
マ
ー
の
よ
う
に
、
一
時
期
を
除
い
て
国

軍
の
支
配
が
続
い
て
き
た
国
も
あ
れ
ば
、
軍
事
ク
ー
デ
タ
ー
政
権
と

民
選
政
権
と
が
交
代
を
繰
り
返
し
て
き
た
タ
イ
の
よ
う
な
国
も
あ

る
。
そ
し
て
ベ
ト
ナ
ム
、ラ
オ
ス
で
は
共
産
党
に
よ
る
一
党
支
配
が
、

ブ
ル
ネ
イ
で
は
王
制
が
存
続
し
て
い
る
。　

　

東
南
ア
ジ
ア
諸
国
連
合
（
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
）
は
、
こ
の
よ
う
に
多
様

あ
お
き　

ま
き　

二
〇
〇
三
年
ア
ジ
ア

経
済
研
究
所
に
入
所
。
〇
七
年
か
ら

二
年
間
タ
イ
・
タ
マ
サ
ー
ト
大
学
政
治

学
部
に
て
客
員
研
究
員
と
し
て
赴
任
。

〇
九
年
帰
国
後
、
ア
ジ
ア
経
済
研
究
所

地
域
研
究
セ
ン
タ
ー
東
南
ア
ジ
ア
Ｉ
研

究
グ
ル
ー
プ
に
配
属
後
、
グ
ル
ー
プ
長

代
理
。
専
門
は
現
代
タ
イ
外
交
、
メ
コ

ン
地
域
開
発
を
め
ぐ
る
国
際
関
係
。

Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ「
民
主
主
義
問
題
」の
複
層
性

今
年
の
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
サ
ミ
ッ
ト
で
は
カ
ン
ボ
ジ
ア

の
フ
ン
・
セ
ン
首
相
（
中
央
）
が
議
長
を
務
め

る
。
二
〇
二
一
年
は
欠
席
し
た
ミ
ャ
ン
マ
ー
の
処

遇
を
め
ぐ
り
、
意
見
が
割
れ
て
い
る
（Brunei 

ASEAN
 Sum

m
it

／
Ａ
Ｐ
／
ア
フ
ロ
）
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な
政
治
体
制
の
国
々
か
ら
な
る
地
域
協
力
機
構
で
あ
る
。「
多
様
性

の
中
の
統
一
」
を
標
語
と
す
る
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
は
、
設
立
以
来
い
わ
ゆ

る
内
政
不
干
渉
を
原
則
と
し
て
い
た
。
し
か
し
、
一
九
九
〇
年
代

に
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
、
タ
イ
と
い
っ
た
国
々
で
相
次

い
で
民
主
化
が
進
ん
だ
結
果
、
こ
れ
ら
の
国
々
が
主
導
す
る
形
で
、

二
〇
〇
〇
年
代
に
は
民
主
主
義
を
基
と
し
た
地
域
的
「
共
同
体
」
の

実
現
を
目
指
す
よ
う
に
な
っ
た
。

　

だ
が
そ
の
直
後
か
ら
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
内
の
民
主
主
義
諸
国
で
は
民

主
的
手
続
き
の
形
骸
化
や
強
権
的
支
配
の
強
化
と
い
っ
た
現
象
が
続

い
て
い
る
。
こ
う
し
た
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
諸
国
の
動
き
を
、
ア
メ
リ
カ
を

は
じ
め
と
し
た
世
界
各
地
で
起
き
つ
つ
あ
る
「
民
主
主
義
の
後
退
」

や
、
米
中
間
の
政
治
・
経
済
的
角
逐
と
結
び
付
け
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
諸

国
が
「
民
主
主
義
陣
営
」
か
ら
離
れ
て
中
国
や
ロ
シ
ア
と
い
っ
た
権

威
主
義
諸
国
に
接
近
す
る
こ
と
を
危
惧
す
る
議
論
も
見
ら
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
東
南
ア
ジ
ア
に
お
け
る
民
主
主
義
を
め
ぐ
る
問
題

は
複
層
的
な
様
相
を
呈
し
て
い
る
。
以
下
、
本
稿
で
は
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ

Ｎ
に
お
い
て
民
主
主
義
を
め
ぐ
り
い
か
な
る
問
題
が
生
じ
て
い
る
の

か
を
整
理
す
る
。

ミ
ャ
ン
マ
ー
問
題
に
み
る
「
民
主
主
義
」
へ
の
関
与
の
違
い

　

一
九
六
七
年
の
設
立
当
初
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
は
加
盟
国
同
士
の
主
権

を
尊
重
し
、
互
い
に
国
家
建
設
を
邪
魔
し
な
い
こ
と
を
共
通
の
目
的

と
し
て
い
た
。
一
九
七
六
年
の
第
一
回
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
首
脳
会
議
で
採

択
さ
れ
た
「
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
協
和
宣
言
」
は
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
諸
国
の
目

指
す
関
係
を
「
民
族
自
決
、
主
権
平
等
、
及
び
内
政
不
干
渉
の
原
則

に
し
た
が
っ
て
す
べ
て
の
国
か
ら
尊
重
さ
れ
、
か
つ
す
べ
て
の
国
を

尊
重
す
る
、
強
力
な
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
共
同
体
」
と
表
現
し
て
い
た
。

　

し
か
し
そ
の
後
、
米
中
対
立
の
緩
和
や
冷
戦
の
終
焉
、
イ
ン
ド
シ

ナ
紛
争
の
解
消
な
ど
の
国
際
環
境
の
変
化
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
諸
国
の
経

済
発
展
や
民
主
化
、
新
規
加
盟
国
の
加
盟
と
い
っ
た
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
内

で
の
変
化
を
経
て
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
諸
国
は
よ
り
踏
み
込
ん
だ
関
係
構

築
に
向
け
て
舵
を
切
っ
た
。

　

二
〇
〇
三
年
の
第
九
回
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
首
脳
会
議
に
お
け
る
「
Ａ
Ｓ

Ｅ
Ａ
Ｎ
第
二
協
和
宣
言
」
で
は
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
共
同
体
の
柱
と
し
て

「
安
全
保
障
」「
経
済
」「
社
会
文
化
」
の
三
分
野
を
掲
げ
、「
安
全
保

障
共
同
体
」
と
し
て
「
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
諸
国
が
相
互
に
、
ま
た
、
世
界

に
お
い
て
、
公
正
で
民
主
的
な
環
境
で
平
和
に
生
存
す
る
た
め
に
政

治
・
安
全
保
障
協
力
の
レ
ベ
ル
を
高
め
る
」
こ
と
を
確
認
し
た
の
で

あ
る
。

　

大
き
な
試
金
石
と
な
っ
て
き
た
の
が
ミ
ャ
ン
マ
ー
の
国
内
政
治
問

題
で
あ
る
。
ミ
ャ
ン
マ
ー
軍
事
政
権
に
よ
る
民
主
化
要
求
勢
力
へ
の

弾
圧
は
、
過
去
に
も
し
ば
し
ば
欧
米
を
は
じ
め
と
す
る
国
際
社
会
の
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批
判
の
対
象
と
な
り
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
は
そ
の
間
で
対
応
を
迫
ら
れ
て

き
た
。
一
九
九
〇
年
代
の
ミ
ャ
ン
マ
ー
加
盟
時
に
は
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ

は
「
建
設
的
関
与
」
政
策
と
し
て
、
欧
米
諸
国
か
ら
の
批
判
に
対
し

Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
と
し
て
ミ
ャ
ン
マ
ー
の
自
律
性
を
重
視
す
る
方
針
を

と
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
二
〇
〇
〇
年
代
に
再
び
欧
米
諸
国
と
の
間

で
ミ
ャ
ン
マ
ー
国
内
で
の
民
主
化
勢
力
弾
圧
問
題
が
浮
上
し
た
際
に

は
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
は
よ
り
厳
し
い
態
度
を
示
し
た
。

　

Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
内
で
は
、
マ
レ
ー
シ
ア
や
フ
ィ
リ
ピ
ン
と
い
っ
た

ミ
ャ
ン
マ
ー
に
批
判
的
な
国
々
と
、
内
政
へ
の
関
与
に
反
対
す
る
ラ

オ
ス
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
、
ベ
ト
ナ
ム
と
い
っ
た
国
々
に
態
度
が
分
か
れ

る
な
か
、
最
終
的
に
ミ
ャ
ン
マ
ー
は
、
タ
イ
の
働
き
か
け
を
踏
ま
え

て
二
〇
〇
六
年
に
予
定
さ
れ
て
い
た
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
議
長
国
の
ポ
ス
ト

を
辞
退
し
た
。
こ
れ
に
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
ユ
ド
ヨ
ノ
大
統
領
が
「
Ａ

Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
に
は
自
身
の
問
題
を
自
身
で
解
決
す
る
能
力
が
十
分
に
備

わ
っ
て
い
る
こ
と
を
証
明
し
た
」
と
の
ス
テ
ー
ト
メ
ン
ト
を
出
す
こ

と
で
、
事
態
は
一
応
の
決
着
を
見
た
。
ミ
ャ
ン
マ
ー
は
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ

メ
ン
バ
ー
に
と
ど
ま
る
一
方
、
民
主
化
に
向
け
た
ロ
ー
ド
マ
ッ
プ
を

提
示
し
て
、
二
〇
一
〇
年
に
は
二
〇
年
ぶ
り
と
な
る
国
政
選
挙
が
実

施
さ
れ
た
。

　

こ
う
し
て
民
主
的
制
度
を
整
え
つ
つ
あ
る
と
思
わ
れ
た
二
一
年
二

月
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
国
内
で
軍
事
ク
ー
デ
タ
が
発
生
し
、
選
挙
に
基
づ

く
国
民
民
主
連
盟
政
権
は
崩
壊
し
た
。
ア
メ
リ
カ
、
イ
ギ
リ
ス
、
カ

ナ
ダ
、
欧
州
連
合
（
Ｅ
Ｕ
）
は
た
だ
ち
に
非
難
声
明
と
経
済
制
裁
を

発
表
し
、
日
本
も
重
大
な
懸
念
を
表
明
し
た
。

　

こ
れ
に
対
し
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
諸
国
の
対
応
は
再
び
二
分
さ
れ
た
。

た
だ
し
今
度
は
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
マ
レ
ー
シ
ア
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
が

ミ
ャ
ン
マ
ー
情
勢
に
対
す
る
懸
念
と
同
国
内
に
お
け
る
す
べ
て
の
関

係
者
に
対
し
自
制
と
協
議
に
よ
る
平
和
的
解
決
を
呼
び
か
け
た
の
に

対
し
、
タ
イ
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
の
三
ヵ
国
が
情
勢
を
見

守
る
姿
勢
を
取
っ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
の
後
四
月
に
開
催
さ
れ
た
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
首
脳
会
議
に
は
、
ミ
ン

ア
ウ
ン
フ
ラ
イ
ン
国
軍
司
令
官
兼
国
家
統
治
評
議
会
議
長
が
参
加

し
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
へ
の
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
特
使
派
遣
な
ど
を
含
む
五
項
目

で
合
意
し
た
。
し
か
し
、
一
〇
月
一
五
日
に
ブ
ル
ネ
イ
が
議
長
と
し

て
開
催
し
た
緊
急
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
外
相
会
合
（
オ
ン
ラ
イ
ン
形
式
）
で

は
、
二
六
〜
二
八
日
の
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
首
脳
会
議
お
よ
び
関
連
会
合
に

ミ
ン
ア
ウ
ン
フ
ラ
イ
ン
の
出
席
を
事
実
上
認
め
な
い
こ
と
を
決
定

し
、
反
発
し
た
ミ
ャ
ン
マ
ー
が
首
脳
会
議
を
欠
席
す
る
と
い
う
異
例

の
事
態
と
な
っ
た
。
今
年
一
月
に
は
、
議
長
国
を
務
め
る
カ
ン
ボ
ジ

ア
が
翌
月
予
定
さ
れ
て
い
た
外
相
会
議
の
延
期
を
発
表
し
た
。
ミ
ャ

ン
マ
ー
問
題
を
め
ぐ
る
加
盟
国
間
の
不
協
和
音
が
原
因
で
は
な
い
か

と
推
測
さ
れ
て
い
る
。
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他
の
加
盟
国
で
も
「
民
主
主
義
の
後
退
」
が

　

ミ
ャ
ン
マ
ー
の
内
政
問
題
を
め
ぐ
り
、
二
〇
〇
〇
年
代
と
二
〇
二

一
年
と
で
大
き
く
対
応
を
変
え
た
国
が
、
タ
イ
と
フ
ィ
リ
ピ
ン
で
あ

る
。
先
述
し
た
よ
う
に
、
二
〇
〇
〇
年
代
に
は
フ
ィ
リ
ピ
ン
は
ミ
ャ

ン
マ
ー
に
対
し
批
判
的
な
立
場
を
取
り
、
タ
イ
は
ミ
ャ
ン
マ
ー
と
Ａ

Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
内
の
批
判
的
勢
力
と
の
仲
介
役
と
し
て
ふ
る
ま
っ
た
。
し

か
し
い
ず
れ
の
国
も
、
二
一
年
の
政
変
に
際
し
て
は
ミ
ャ
ン
マ
ー
に

対
す
る
「
内
政
不
干
渉
」
の
立
場
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
姿
勢
の
背
景
に
は
、
こ
れ
ら
の
国
々
で
も
ま
た
民
主

主
義
の
あ
り
方
が
大
き
く
変
化
し
て
い
る
様
子
が
う
か
が
わ
れ
る
。

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
ヨ
ー
テ
ボ
リ
大
学
の
「
民
主
主
義
の
多
様
性
」

（V
arieties of D

em
ocracy

）
研
究
所
が
作
成
し
た
「
民
主
主
義

指
標
」
の
う
ち
、「
自
由
民
主
主
義
指
標
」
で
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
を

比
較
す
る
と
、
タ
イ
は
〇
一
年
の
〇
・
四
三
か
ら
二
〇
年
の
〇
・
一
七

に
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
は
一
五
年
の
〇
・
四
四
か
ら
〇
・
二
八
へ
と
ス
コ
ア

を
落
と
し
、い
ず
れ
も
「
民
主
主
義
の
後
退
」
傾
向
が
看
取
で
き
る
。

（「
民
主
主
義
の
多
様
性
」
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
お
い
て
、
指
標
は
０
か

ら
１
を
取
り
、
１
に
近
い
ほ
ど
民
主
的
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

「
自
由
民
主
主
義
指
標
」
は
、
法
の
支
配
や
権
力
の
分
立
が
確
立
さ

れ
て
い
る
か
ど
う
か
を
示
す
「
自
由
主
義
指
標
」
と
、
選
挙
の
公
正

図 自由民主主義指標

（年）

出所：V-Dem Data （https://www.v-dem.net/）より筆者作成
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さ
や
自
由
が
保
障
さ
れ
て
い
る
度
合
い
を
表
す
「
選
挙
民
主
主
義
指

標
」
に
基
づ
い
て
算
出
さ
れ
る
合
成
指
標
で
あ
る
）

「
支
持
さ
れ
る
強
権
的
支
配
」
と
内
向
き
外
交

　

し
か
し
な
が
ら
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
と
タ
イ
の
政
治
状
況
を
よ
く
見
る

と
、「
民
主
主
義
の
後
退
」
は
や
や
様
相
を
異
に
し
て
い
る
こ
と
が

わ
か
る
。

　

フ
ィ
リ
ピ
ン
で
は
、
二
〇
一
六
年
に
就
任
し
た
ド
ゥ
テ
ル
テ
大
統

領
に
よ
る
強
権
的
政
治
運
営
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
就
任
か
ら
二
〇

年
ま
で
に
六
〇
〇
〇
人
近
い
容
疑
者
が
殺
害
さ
れ
た
と
さ
れ
る
麻
薬

取
り
締
ま
り
や
、
批
判
的
メ
デ
ィ
ア
へ
の
圧
力
な
ど
を
、
フ
ィ
リ
ピ

ン
国
内
の
リ
ベ
ラ
ル
派
メ
デ
ィ
ア
や
知
識
人
ら
は
自
由
民
主
主
義
か

ら
の
逸
脱
と
指
摘
す
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ド
ゥ
テ
ル
テ
大

統
領
の
政
策
に
対
し
て
は
、
二
〇
年
時
点
で
も
貧
困
層
か
ら
富
裕
層

ま
で
幅
広
く
高
い
支
持
を
集
め
て
い
る
こ
と
が
、Pulse A

sia
な

ど
の
世
論
調
査
機
関
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
る
。

　

ド
ゥ
テ
ル
テ
政
権
下
で
は
、
選
挙
な
ど
民
主
的
制
度
は
変
化
し
て

い
な
い
も
の
の
、
個
々
の
市
民
の
自
由
が
制
限
さ
れ
る
傾
向
が
指
摘

さ
れ
て
い
る
。
最
高
裁
長
官
の
解
任
、
政
権
に
批
判
的
な
上
院
議
員

の
逮
捕
、
人
権
委
員
会
へ
の
圧
力
な
ど
に
よ
っ
て
執
政
府
に
対
す
る

抑
制
が
低
下
し
て
お
り
、
政
権
に
批
判
的
な
メ
デ
ィ
ア
や
、
大
手
メ

デ
ィ
ア
に
対
す
る
免
許
更
新
を
め
ぐ
る
圧
力
、
表
現
の
自
由
に
関
連

す
る
事
件
も
続
い
て
い
る
。
市
民
的
自
由
が
制
限
さ
れ
て
い
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
ド
ゥ
テ
ル
テ
大
統
領
が
二
〇
年
時
点
で
も
高
い
支
持

率
を
維
持
し
て
い
る
背
景
に
は
、
国
民
が
「
民
主
主
義
」
を
治
安
の

よ
さ
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
「
統
治
の
強
さ
と
安
定
」
と
し
て
認
識

し
て
い
る
こ
と
が
背
景
に
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
い
わ
ば
、
権
威
主
義

的
な
強
権
統
治
が
民
主
的
な
制
度
の
下
で
支
持
を
受
け
、
強
化
さ
れ

つ
つ
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

こ
う
し
た
世
論
の
動
向
を
踏
ま
え
、
ド
ゥ
テ
ル
テ
政
権
は
国
内
統

治
に
注
力
し
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
問
題
に
つ
い
て
も
「
フ
ィ
リ
ピ
ン
政
府

の
関
心
事
項
は
ミ
ャ
ン
マ
ー
に
滞
在
す
る
フ
ィ
リ
ピ
ン
国
民
の
安

全
」（
二
月
一
日
の
ロ
ケ
大
統
領
報
道
官
の
発
言
）
と
い
う
、
き
わ

め
て
内
向
き
か
つ
実
利
的
な
姿
勢
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
も
の
と
考
え

ら
れ
る
。

動
揺
す
る
権
威
主
義
と
内
政
不
干
渉
外
交

　

タ
イ
で
は
二
〇
〇
〇
年
代
以
来
、
選
挙
で
政
権
が
成
立
す
る
と
、

そ
の
正
当
性
を
認
め
な
い
勢
力
が
激
し
い
反
政
府
運
動
を
展
開
し
、

混
乱
の
収
拾
を
名
目
と
し
た
司
法
や
国
軍
の
介
入
に
よ
る
政
権
交
代

が
繰
り
返
さ
れ
て
き
た
。
一
四
年
五
月
に
は
、
プ
ラ
ユ
ッ
ト
・
チ
ャ

ン
オ
ー
チ
ャ
ー
陸
軍
司
令
官
率
い
る
「
国
家
治
安
維
持
評
議
会
」（
Ｎ



外交 Vol.71 Jan./Feb. 2022 58

Ｃ
Ｐ
Ｏ
）
が
ク
ー
デ
タ
ー
に
よ
っ
て
民
選
政
権
を
倒
し
、
全
権
を
掌

握
し
た
。
Ｎ
Ｃ
Ｐ
Ｏ
は
民
政
復
帰
を
約
束
し
、
新
た
な
憲
法
を
制
定

し
て
一
九
年
に
下
院
選
挙
を
実
施
し
た
。
し
か
し
、
野
党
に
不
利
に

設
計
さ
れ
た
選
挙
制
度
の
下
で
行
わ
れ
た
選
挙
で
は
、
Ｎ
Ｃ
Ｐ
Ｏ
政

権
の
受
け
皿
と
し
て
設
立
さ
れ
た
新
党
が
躍
進
し
、
Ｎ
Ｃ
Ｐ
Ｏ
支
持

派
が
議
会
の
過
半
数
を
獲
得
し
て
プ
ラ
ユ
ッ
ト
を
首
相
に
指
名
し

た
。
軍
政
色
を
濃
く
残
す
「
民
政
」
移
管
を
不
服
と
す
る
人
々
は
、

二
〇
二
〇
年
以
来
大
規
模
な
反
政
府
運
動
を
展
開
し
て
い
る
。　

　

Ｎ
Ｃ
Ｐ
Ｏ
政
権
下
で
策
定
さ
れ
た
「
国
家
安
全
保
障
政
策
お
よ
び

計
画 

二
〇
一
九
〜
二
〇
二
二
」
は
、
安
保
政
策
と
し
て
「
主
要
な

国
家
制
度
と
国
王
を
元
首
と
す
る
民
主
主
義
体
制
の
安
定
を
強
化
す

る
こ
と
」
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
の
「
国
王
を
元
首
と
す
る
民
主
主
義

体
制
」
と
は
、
国
王
の
信
託
を
得
た
者
が
国
民
の
幸
福
の
た
め
政
治

を
行
う
の
を
是
と
す
る
理
念
で
あ
る
。「
タ
イ
式
民
主
主
義
」
と
も

呼
ば
れ
る
こ
の
概
念
は
、
一
九
五
九
年
に
成
立
し
た
サ
リ
ッ
ト
・
タ

ナ
ラ
ッ
ト
軍
事
政
権
（
〜
六
三
年
）
に
よ
っ
て
提
唱
さ
れ
、
以
来
タ

イ
の
政
治
体
制
を
表
す
概
念
と
し
て
公
に
掲
げ
ら
れ
て
き
た
。
国
王

が
議
会
政
治
の
混
乱
に
際
し
て
ク
ー
デ
タ
ー
に
よ
る
政
権
交
代
を
認

め
、
民
政
復
帰
を
委
ね
る
形
で
軍
事
政
権
に
正
当
性
を
与
え
る
が
、

国
民
の
軍
政
批
判
が
高
ま
る
と
民
主
化
勢
力
を
支
持
し
、
軍
の
退
場

を
促
し
て
き
た
。

　

こ
の
よ
う
な
「
国
王
を
元
首
と
す
る
民
主
主
義
」
体
制
は
、
ラ
ー

マ
九
世
プ
ミ
ポ
ン
・
ア
ド
ゥ
ン
ヤ
デ
ー
ト
国
王
の
存
在
と
、
王
に
対

す
る
国
民
の
支
持
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
き
た
。
プ
ミ
ポ
ン
国
王
は

七
三
年
の
タ
ノ
ー
ム
軍
事
政
権
退
陣
要
求
運
動
や
九
二
年
の
軍
事
政

権
と
民
主
化
要
求
勢
力
と
の
衝
突
と
い
っ
た
政
治
的
危
機
に
際
し
、

関
係
勢
力
に
事
態
の
収
拾
を
呼
び
か
け
民
政
復
帰
を
促
し
て
、
国
民

の
支
持
を
獲
得
し
た
。
九
〇
年
代
の
タ
イ
の
民
主
化
過
程
と
は
、
こ

う
し
た
国
王
と
国
民
の
同
盟
関
係
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
た
の
で
あ

る
。

　

し
か
し
、
二
〇
〇
〇
年
代
に
繰
り
返
さ
れ
た
政
治
混
乱
と
対
立
の

中
で
、
選
挙
と
ク
ー
デ
タ
ー
を
等
し
く
政
権
交
代
の
手
段
と
し
て
認

め
る
「
国
王
を
元
首
と
す
る
民
主
主
義
体
制
」
に
疑
念
を
抱
く
人
々

が
現
れ
た
。
彼
ら
は
選
挙
を
重
視
し
、
国
王
や
そ
の
意
志
の
代
行
者

と
さ
れ
て
き
た
国
軍
・
官
僚
、
彼
ら
と
連
携
し
て
き
た
財
閥
な
ど
の

既
得
権
益
層
に
よ
る
支
配
を
激
し
く
糾
弾
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
国

軍
は
一
四
年
に
ク
ー
デ
タ
ー
で
選
挙
民
主
主
義
派
を
政
権
か
ら
排
除

し
た
。
し
か
し
、
一
六
年
に
「
国
王
を
元
首
と
す
る
民
主
主
義
体
制
」

の
要
で
あ
っ
た
プ
ミ
ポ
ン
国
王
が
死
去
し
た
こ
と
で
、
既
得
権
益
層

に
と
っ
て
、
支
配
の
維
持
は
よ
り
切
実
な
課
題
と
な
っ
た
。

　

つ
ま
り
、
現
在
の
タ
イ
の
政
治
混
乱
は
、
一
九
九
〇
年
代
に
定
着

し
た
と
さ
れ
て
き
た
選
挙
民
主
主
義
が
軽
視
さ
れ
る
点
で
は
「
民
主
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主
義
の
後
退
」
だ
が
、
同
時
に
四
〇
年
あ
ま
り
に
わ
た
っ
て
タ
イ
を

支
え
て
き
た
国
王
を
要
と
す
る
権
威
主
義
体
制
の
動
揺
の
表
れ
で
も

あ
る
。
プ
ラ
ユ
ッ
ト
政
権
の
任
務
は
、
こ
の
「
国
王
を
元
首
と
す
る

民
主
主
義
体
制
」
を
反
政
府
勢
力
か
ら
防
衛
す
る
こ
と
で
あ
り
、
対

外
的
に
は
国
内
体
制
に
外
圧
を
加
え
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
環
境
を
整

え
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
プ
ラ
ユ
ッ
ト
政
権
は
ミ
ャ
ン
マ
ー
と
同

じ
対
外
課
題
を
抱
え
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
の
国
内
問
題
に
つ
い
て
も
「
内

政
問
題
で
あ
る
」（
プ
ラ
ウ
ィ
ッ
ト
副
首
相
兼
国
防
相
の
発
言
）
と

い
う
立
場
に
と
ど
ま
ら
ざ
る
を
得
な
い
状
況
に
あ
る
。

「
民
主
主
義
対
権
威
主
義
」
の
二
項
対
立
を
越
え
て

　

ミ
ャ
ン
マ
ー
の
内
政
問
題
を
め
ぐ
る
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
諸
国
の
足
並
み

の
乱
れ
は
、「
権
威
主
義
陣
営
」
対
「
民
主
主
義
陣
営
」
と
い
っ
た

単
純
な
二
項
対
立
で
は
な
く
、
政
権
の
安
定
を
め
ぐ
る
各
国
の
事
情

を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
。

　

ミ
ャ
ン
マ
ー
問
題
に
対
し
、
最
も
積
極
的
に
関
与
を
主
張
す
る
イ

ン
ド
ネ
シ
ア
も
例
外
で
は
な
い
。
二
〇
一
〇
年
代
に
入
り
、
同
国
で

は
宗
教
を
争
点
と
し
た
社
会
の
分
断
が
進
み
つ
つ
あ
る
と
言
わ
れ

る
。
ま
た
一
九
年
に
は
、
汚
職
撲
滅
委
員
会
の
独
立
性
と
権
限
を
弱

め
る
法
改
正
が
行
わ
れ
、
同
年
発
足
し
た
第
二
期
ジ
ョ
コ
・
ウ
ィ
ド

ド
政
権
下
で
与
党
連
合
が
国
会
議
席
の
七
四
％
を
占
め
る
な
ど
、
司

法
や
立
法
に
よ
る
権
力
へ
の
制
限
も
弱
ま
り
つ
つ
あ
る
。
イ
ン
ド
ネ

シ
ア
が
ミ
ャ
ン
マ
ー
問
題
を
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
の
ア
ジ
ェ
ン
ダ
と
し
て
推

進
し
続
け
ら
れ
る
か
ど
う
か
は
注
視
が
必
要
で
あ
る
。

　

か
か
る
状
況
を
踏
ま
え
れ
ば
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
諸
国
と
ア
メ
リ
カ
や

中
国
、
日
本
と
い
っ
た
域
外
諸
国
の
関
係
も
ま
た
、
権
威
主
義
陣
営

対
民
主
主
義
陣
営
と
い
う
単
純
な
構
図
で
見
る
こ
と
は
誤
り
で
あ
ろ

う
。
国
内
に
お
け
る
権
力
確
立
を
急
ぐ
東
南
ア
ジ
ア
の
国
々
に
と
っ

て
、
大
事
な
の
は
相
手
国
の
政
治
体
制
で
は
な
く
、
ど
れ
だ
け
政
権

の
安
定
に
と
っ
て
有
利
な
条
件
を
引
き
出
せ
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。

Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
諸
国
に
と
っ
て
タ
イ
ミ
ン
グ
の
い
い
こ
と
に
、
二
一
年

に
入
り
ア
メ
リ
カ
も
中
国
も
東
南
ア
ジ
ア
と
の
関
係
強
化
を
目
指

し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
具
体
的
な
支
援
を
提
案
し
て
お
り
、「
民
主
主
義
」

か
「
内
政
不
干
渉
」
か
と
い
っ
た
、
内
政
へ
の
関
与
を
め
ぐ
る
や
り

取
り
は
後
退
し
た
感
が
あ
る
。

　

Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
と
し
て
ミ
ャ
ン
マ
ー
国
内
問
題
の
解
決
に
関
与
し

「
民
主
主
義
」
を
推
進
す
る
の
か
、そ
れ
と
も
従
来
の
「
内
政
不
干
渉
」

に
徹
し
て
国
内
の
政
変
を
受
け
入
れ
る
の
か
。
さ
ら
に
ミ
ャ
ン
マ
ー

だ
け
で
な
く
他
の
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
加
盟
国
に
お
け
る
「
民
主
主
義
」
を

ど
う
扱
う
の
か
。
こ
れ
ら
の
問
い
が
突
き
付
け
る
の
は
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ

Ｎ
が
い
か
な
る
「
共
同
体
」
を
目
指
す
の
か
と
い
う
重
要
な
問
題
だ

が
、
解
は
い
ま
だ
見
え
な
い
。
●




